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県では、平成23年11月23日に第１回沼津駅付近鉄道高架事業に関する

ＰＩ委員会（以下「ＰＩ委員会」という。）を開催し、沼津駅付近鉄道

高架事業に関するＰＩの取組（以下「沼津高架ＰＩプロジェクト」とい

う。）を開始しました。 

このたび、沼津高架ＰＩプロジェクトを実施するにあたり積極的な情

報公開を進めるために、「沼津駅付近連続立体交差（鉄道高架）事業」

のＨＰに「ＰＩコーナー」を開設しました。今後、ＰＩに関する様々な

情報は、この「ＰＩコーナー」を中心に情報提供していきます。 

また、第１回ＰＩ委員会において、まず関係者の意見を把握した上で

ＰＩの進め方を検討することが必要との指摘がなされたことを受け、ス

テークホルダー（関係者）に対するヒアリングを、12月中旬から開始し

ます。 

 

 

沼津高架ＨＰ http://doboku.pref.shizuoka.jp/desaki3/numazu/kouka 

 

 

 

 

 

 

≪参考≫ 

ステークホルダーステークホルダーステークホルダーステークホルダー（（（（関係者関係者関係者関係者））））ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング    

ステークホルダーヒアリングは、主な関係者を中心に実施を予定してい

ます。ヒアリングは、第三者のインタビュアーが対面式で行い、直接ご

意見等をお聞きします。ヒアリングの結果はＰＩ委員会に報告し、今後

のＰＩ実施計画の策定に活用する予定です。 
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